
各社の不具合件数等のデータ 

参考資料１ 



データ及び無線局の管理運用状況の概要 （A社） 

①無線設備
の保有台数 

②定期検査時の
不具合件数 

③通常運航時の
不具合件数 

④登録検査等
事業者の登録 

⑤整備体制（自社整備
体制・他社整備体制） 

⑥点検体制（電波法に
基づく点検の実施体制） 

⑦無線局の運用
に係る規程類 

2744 台 
 
 

※2013年9月現
在の数 

213件 
(ACAS、電波高度計) 
※上記の件数は定期
検査5778回に対する
件数。 

235件 
(ACAS、気象レー

ダー) 
※上記の件数は5年
間の総件数。 

有  DME 、ATC、気象レーダー、
電波高度計、それぞれ 1つの
型式を除き、全て自社整備 

DME 、ATC、気象レーダー、
電波高度計、それぞれ 1つの
型式を除き、全て自社整備 

整備規程及び無線局
運用マニュアル 

１．データ及び無線局の管理運用状況の過去最大６年分の総計表（2008年10月～2013年9月） 

（注） 
・①の「○」部分には無線設備の全ての種類の全ての型式を合計した数を記載。 
・②及び③の「○」部分には、過去最大６年分の不具合件数を記載。カッコ内は不具合件数の上位２位までの無線設備の種別を記載。 
・④には、「有」か「無」を記載。 
・⑤及び⑥には、表中の記述を参考に記載。 
・⑦には、整備規程以外にも有している場合はその名称も具体的に記載。 

②定期検査時の不具合件数（5788回に対する不具合件数） ③通常運航時の不具合件数（件数は5年間の総件数） 

レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ 

12件 
（ELT、HF） 

 

1件 
（ATC） 

 

200件 
（ACAS、電波高度

計） 

4件 
（気象レーダー、

DME、ELT） 

158件 
（ATC、気象レー

ダー） 

49件 
（気象レーダー、
電波高度計） 

24件 
（VHF、気象レー
ダー） 

２．②及び③の不具合のレベル毎の発生状況 

（注） 
・カッコ内は不具合件数の上位２位までの無線設備の種別を記載。 
・定期検査時の不具合件数のレベル分けは以下の通り。 
レベル１：通信不能や他の通信に影響を及ぼす事象に直接繋がった不具合 
レベル２：レベル１を除く不具合でかつ継続して使用するとレベル１の事象に繋がる可能性のある不具合 
レベル３：レベル１及びレベル２を除く不具合でかつ運用上の支障はなく、進展もすることのない不具合であったが、電波法の技術基準を満たさない不具合 
・通常運航時の不具合件数のレベル分けは以下の通り。 
レベル１：冗長系を含むシステムの全喪失や、他の通信に影響を及ぼす事象に直接繋がった不具合 
レベル２：レベル１を除く不具合でかつ通信不能に直接繋がった不具合 
レベル３：レベル１及びレベル２を除く不具合でかつ継続して使用するとレベル２の事象に繋がる可能性のある不具合 
レベル４：レベル１からレベル３までを除く不具合でかつ運用上の支障はなく、進展もすることのない不具合であったが、電波法の技術基準を満たさない不具合 
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データ及び無線局の管理運用状況の概要 （B社） 

①無線設備の
保有台数 

②定期検査時
の不具合件数 

③通常運航時
の不具合件数 

④登録検査
等事業者の

登録 

⑤整備体制（自社整備
体制・他社整備体制） 

⑥点検体制（電波法に
基づく点検の実施体制） 

⑦無線局の運用に係る
規程類 

216台 12件 
（VHF、気象
ﾚｰﾀﾞｰ） 

33件 
（VHF、電波高

度計) 

有 全て外注整備 ACAS､T/PON-S､電波
高度計､HF､気象ﾚｰﾀﾞｰ

を他社委託 

整備規程 

１．データ及び無線局の管理運用状況の過去最大６年分の総計表 

（注） 
・①の「○」部分には無線設備の全ての種類の全ての型式を合計した数を記載。 
・②及び③の「○」部分には、過去最大６年分の不具合件数を記載。カッコ内は不具合件数の上位２位までの無線設備の種別を記載。 
・④には、「有」か「無」を記載。 
・⑤及び⑥には、表中の記述を参考に記載。 
・⑦には、整備規程以外にも有している場合はその名称も具体的に記載。 

②定期検査時の不具合件数 ③通常運航時の不具合件数 

レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ 

0件 
 

4件（VHF､気象ﾚｰ
ﾀﾞｰ） 

8件 
（VHF、ACAS） 

1件 
（ELT） 

16件 
（VHF、電波高度

計） 

15件 
（VHF、DME） 

1件 
（T/PON） 

２．②及び③の不具合のレベル毎の発生状況 

（注） 
・カッコ内は不具合件数の上位２位までの無線設備の種別を記載。 
・定期検査時の不具合件数のレベル分けは以下の通り。 
レベル１：通信不能や他の通信に影響を及ぼす事象に直接繋がった不具合 
レベル２：レベル１を除く不具合でかつ継続して使用するとレベル１の事象に繋がる可能性のある不具合 
レベル３：レベル１及びレベル２を除く不具合でかつ運用上の支障はなく、進展もすることのない不具合であったが、電波法の技術基準を満たさない不具合 
・通常運航時の不具合件数のレベル分けは以下の通り。 
レベル１：冗長系を含むシステムの全喪失や、他の通信に影響を及ぼす事象に直接繋がった不具合 
レベル２：レベル１を除く不具合でかつ通信不能に直接繋がった不具合 
レベル３：レベル１及びレベル２を除く不具合でかつ継続して使用するとレベル２の事象に繋がる可能性のある不具合 
レベル４：レベル１からレベル３までを除く不具合でかつ運用上の支障はなく、進展もすることのない不具合であったが、電波法の技術基準を満たさない不具合 
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データ及び無線局の管理運用状況の概要 （C社） 

①無線設備の
保有台数 

②定期検査時
の不具合件数 

③通常運航時
の不具合件数 

④登録検査
等事業者の

登録 

⑤整備体制（自社整備
体制・他社整備体制） 

⑥点検体制（電波法に
基づく点検の実施体制） 

⑦無線局の運用に係る
規程類 

180台 12件 
（ＨＦ、ＶＨＦ） 

21件 
（VHF、 
ＡＣＡＳ) 

無 全て他社委託 全て他社委託 整備規程 

１．データ及び無線局の管理運用状況の過去最大６年分の総計表 

（注） 
・①の「○」部分には無線設備の全ての種類の全ての型式を合計した数を記載。 
・②及び③の「○」部分には、過去最大６年分の不具合件数を記載。カッコ内は不具合件数の上位２位までの無線設備の種別を記載。 
・④には、「有」か「無」を記載。 
・⑤及び⑥には、表中の記述を参考に記載。 
・⑦には、整備規程以外にも有している場合はその名称も具体的に記載。 

②定期検査時の不具合件数 ③通常運航時の不具合件数 

レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ 

0件 
（－） 

0件 
（－） 

12件 
（ＨＦ、ＶＨＦ） 

0件 
（－） 

4件 
（HF、ＶＨＦ） 

1件 
（ＶＨＦ） 

16件 
（ＶＨＦ、ＡＣＡＳ） 

２．②及び③の不具合のレベル毎の発生状況 

（注） 
・カッコ内は不具合件数の上位２位までの無線設備の種別を記載。 
・定期検査時の不具合件数のレベル分けは以下の通り。 
レベル１：通信不能や他の通信に影響を及ぼす事象に直接繋がった不具合 
レベル２：レベル１を除く不具合でかつ継続して使用するとレベル１の事象に繋がる可能性のある不具合 
レベル３：レベル１及びレベル２を除く不具合でかつ運用上の支障はなく、進展もすることのない不具合であったが、電波法の技術基準を満たさない不具合 
・通常運航時の不具合件数のレベル分けは以下の通り。 
レベル１：冗長系を含むシステムの全喪失や、他の通信に影響を及ぼす事象に直接繋がった不具合 
レベル２：レベル１を除く不具合でかつ通信不能に直接繋がった不具合 
レベル３：レベル１及びレベル２を除く不具合でかつ継続して使用するとレベル２の事象に繋がる可能性のある不具合 
レベル４：レベル１からレベル３までを除く不具合でかつ運用上の支障はなく、進展もすることのない不具合であったが、電波法の技術基準を満たさない不具合 
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データ及び無線局の管理運用状況の概要 （D社） 

①無線設備の
保有台数 

②定期検査時
の不具合件数 

③通常運航時
の不具合件数 

④登録検査
等事業者の

登録 

⑤整備体制（自社整備
体制・他社整備体制） 

⑥点検体制（電波法に
基づく点検の実施体制） 

⑦無線局の運用に係る
規程類 

164 台 4件 
（VHF, DME, 
ACAS,ELT） 

3件 
（VHF, DME, 
電波高度計） 

無 全て委託 全て委託 整備規程及び 
無線関連業務要領 

１．データ及び無線局の管理運用状況の過去最大６年分の総計表 

（注） 
・①の「○」部分には無線設備の全ての種類の全ての型式を合計した数を記載。 
・②及び③の「○」部分には、過去最大６年分の不具合件数を記載。カッコ内は不具合件数の上位２位までの無線設備の種別を記載。 
・④には、「有」か「無」を記載。 
・⑤及び⑥には、表中の記述を参考に記載。 
・⑦には、整備規程以外にも有している場合はその名称も具体的に記載。 

②定期検査時の不具合件数 ③通常運航時の不具合件数 

レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ 

0件 0件 4件 
（VHF, DME, 
ACAS,ELT） 

0件 3件 
（VHF, DME,電波高

度計） 

0件 0件 

２．②及び③の不具合のレベル毎の発生状況 

（注） 
・カッコ内は不具合件数の上位２位までの無線設備の種別を記載。 
・定期検査時の不具合件数のレベル分けは以下の通り。 
レベル１：通信不能や他の通信に影響を及ぼす事象に直接繋がった不具合 
レベル２：レベル１を除く不具合でかつ継続して使用するとレベル１の事象に繋がる可能性のある不具合 
レベル３：レベル１及びレベル２を除く不具合でかつ運用上の支障はなく、進展もすることのない不具合であったが、電波法の技術基準を満たさない不具合 
・通常運航時の不具合件数のレベル分けは以下の通り。 
レベル１：冗長系を含むシステムの全喪失や、他の通信に影響を及ぼす事象に直接繋がった不具合 
レベル２：レベル１を除く不具合でかつ通信不能に直接繋がった不具合 
レベル３：レベル１及びレベル２を除く不具合でかつ継続して使用するとレベル２の事象に繋がる可能性のある不具合 
レベル４：レベル１からレベル３までを除く不具合でかつ運用上の支障はなく、進展もすることのない不具合であったが、電波法の技術基準を満たさない不具合 
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データ及び無線局の管理運用状況の概要 （E社） 

①無線設備の
保有台数 

②定期検査時
の不具合件数 

③通常運航時
の不具合件数 

④登録検査
等事業者の

登録 

⑤整備体制（自社整備
体制・他社整備体制） 

⑥点検体制（電波法に
基づく点検の実施体制） 

⑦無線局の運用に係る
規程類 

５３５台 ３２件 
（VHF，
T/PON） 

１０３件 
（VHF，
T/PON) 

有  機器単体の修理時は、
全て他社委託 

ＡＣＡＳの全て及び気象
レーダーの一部を除き
自社整備（点検） 

整備規定及び電波法 

１．データ及び無線局の管理運用状況の過去最大６年分の総計表 

（注） 
・①の「○」部分には無線設備の全ての種類の全ての型式を合計した数を記載。 
・②及び③の「○」部分には、過去最大６年分の不具合件数を記載。カッコ内は不具合件数の上位２位までの無線設備の種別を記載。 
・④には、「有」か「無」を記載。 
・⑤及び⑥には、表中の記述を参考に記載。 
・⑦には、整備規程以外にも有している場合はその名称も具体的に記載。 

②定期検査時の不具合件数 ③通常運航時の不具合件数 

レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ 

１３件 
（VHF，T/PON） 

５件 
（VHF，T/PON） 

１４件 
（VHF，T/PON） 

２９件 
（DME，T/PON） 

２８件 
（VHF，T/PON） 

９件 
（VHF） 

１件 
（DME） 

２．②及び③の不具合のレベル毎の発生状況 

（注）                                                   ※ﾚﾍﾞﾙ１～3に相当しない(無線機の不具合以外）件数 36件 
・カッコ内は不具合件数の上位２位までの無線設備の種別を記載。 
・定期検査時の不具合件数のレベル分けは以下の通り。 
レベル１：通信不能や他の通信に影響を及ぼす事象に直接繋がった不具合 
レベル２：レベル１を除く不具合でかつ継続して使用するとレベル１の事象に繋がる可能性のある不具合 
レベル３：レベル１及びレベル２を除く不具合でかつ運用上の支障はなく、進展もすることのない不具合であったが、電波法の技術基準を満たさない不具合 
・通常運航時の不具合件数のレベル分けは以下の通り。 
レベル１：冗長系を含むシステムの全喪失や、他の通信に影響を及ぼす事象に直接繋がった不具合 
レベル２：レベル１を除く不具合でかつ通信不能に直接繋がった不具合 
レベル３：レベル１及びレベル２を除く不具合でかつ継続して使用するとレベル２の事象に繋がる可能性のある不具合 
レベル４：レベル１からレベル３までを除く不具合でかつ運用上の支障はなく、進展もすることのない不具合であったが、電波法の技術基準を満たさない不具合 
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データ及び無線局の管理運用状況の概要 （F社） 

①無線設備の
保有台数 

②定期検査時
の不具合件数 

③通常運航時
の不具合件数 

④登録検査
等事業者の

登録 

⑤整備体制（自社整備
体制・他社整備体制） 

⑥点検体制（電波法に
基づく点検の実施体制） 

⑦無線局の運用に係る
規程類 

72台 9件 
（ACAS、RA） 

21件 
（VHF、HF) 

無 全て他社委託 全て他社委託 整備規程 

１．データ及び無線局の管理運用状況の過去最大６年分の総計表 

（注） 
・①の「○」部分には無線設備の全ての種類の全ての型式を合計した数を記載。 
・②及び③の「○」部分には、過去最大６年分の不具合件数を記載。カッコ内は不具合件数の上位２位までの無線設備の種別を記載。 
・④には、「有」か「無」を記載。 
・⑤及び⑥には、表中の記述を参考に記載。 
・⑦には、整備規程以外にも有している場合はその名称も具体的に記載。 

②定期検査時の不具合件数 ③通常運航時の不具合件数 

レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ 

0件 
 

0件 
 

9件 
（ACAS、 RA） 

0件 4件 17件（ACAS、
ATC、WR) 

0件 

２．②及び③の不具合のレベル毎の発生状況 

（注） 
・カッコ内は不具合件数の上位２位までの無線設備の種別を記載。 
・定期検査時の不具合件数のレベル分けは以下の通り。 
レベル１：通信不能や他の通信に影響を及ぼす事象に直接繋がった不具合 
レベル２：レベル１を除く不具合でかつ継続して使用するとレベル１の事象に繋がる可能性のある不具合 
レベル３：レベル１及びレベル２を除く不具合でかつ運用上の支障はなく、進展もすることのない不具合であったが、電波法の技術基準を満たさない不具合 
・通常運航時の不具合件数のレベル分けは以下の通り。 
レベル１：冗長系を含むシステムの全喪失や、他の通信に影響を及ぼす事象に直接繋がった不具合 
レベル２：レベル１を除く不具合でかつ通信不能に直接繋がった不具合 
レベル３：レベル１及びレベル２を除く不具合でかつ継続して使用するとレベル２の事象に繋がる可能性のある不具合 
レベル４：レベル１からレベル３までを除く不具合でかつ運用上の支障はなく、進展もすることのない不具合であったが、電波法の技術基準を満たさない不具合 
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データ及び無線局の管理運用状況の概要 （G社） 

①無線設備の
保有台数 

②定期検査時
の不具合件数 

③通常運航時
の不具合件数 

④登録検査
等事業者の

登録 

⑤整備体制（自社整備
体制・他社整備体制） 

⑥点検体制（電波法に
基づく点検の実施体制） 

⑦無線局の運用に係る
規程類 

4090台 不具合件数：
701件 

検査件数：
10249件発見
率6.8％ 

（ACAS、電波
高度計） 

不具合件数：
669件 

運航回数：２６
４万回、発生
率0.025％ 
（VHF、HF) 

有  ある特定の機体の搭載
無線装置

（VHF/ATC/WR/DME/A
CS）を除き、全て自社・
グループ内整備 

ある特定の機体の搭載
無線装置

（VHF/ATC/WR/DME/A
CAS/RA）のみ他社委託 

整備規程・無縁業務規
程・登録点検業務要領・
無線局管理業務要領 

 

１．データ及び無線局の管理運用状況の過去最大６年分の総計表 

（注）・①の「○」部分には無線設備の全ての種類の全ての型式を合計した数を記載。 
・②及び③の「○」部分には、過去最大６年分の不具合件数を記載。カッコ内は不具合件数の上位２位までの無線設備の種別を記載。 
・④には、「有」か「無」を記載。・⑤及び⑥には、表中の記述を参考に記載。・⑦には、整備規程以外にも有している場合はその名称も具体的に記載。 

②定期検査時の不具合件数 ③通常運航時の不具合件数 

レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ 

29件 
（DME、HF） 

15件 
（VHF、HF） 

657件 
（VHF、電波高度

計） 

4件 
（VHF、気象レー

ダー） 

264件 
（気象レーダー、

DME） 

0件 
 

401件 
（ACS.ATC） 

２．②及び③の不具合のレベル毎の発生状況 

（注） 
・カッコ内は不具合件数の上位２位までの無線設備の種別を記載。・定期検査時の不具合件数のレベル分けは以下の通り。 
レベル１：通信不能や他の通信に影響を及ぼす事象に直接繋がった不具合 
レベル２：レベル１を除く不具合でかつ継続して使用するとレベル１の事象に繋がる可能性のある不具合 
レベル３：レベル１及びレベル２を除く不具合でかつ運用上の支障はなく、進展もすることのない不具合であったが、電波法の技術基準を満たさない不具合 
・通常運航時の不具合件数のレベル分けは以下の通り。 
レベル１：冗長系を含むシステムの全喪失や、他の通信に影響を及ぼす事象に直接繋がった不具合 
レベル２：レベル１を除く不具合でかつ通信不能に直接繋がった不具合 
レベル３：レベル１及びレベル２を除く不具合でかつ継続して使用するとレベル２の事象に繋がる可能性のある不具合 
レベル４：レベル１からレベル３までを除く不具合でかつ運用上の支障はなく、進展もすることのない不具合であったが、電波法の技術基準を満たさない不具合 

レベル1：４件の内訳は、VHF CONT. PNL不具合によるVHFシステム使用不可、および、WX RDR１
式装備の機体における1式の故障 
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データ及び無線局の管理運用状況の概要 （H社） 

①無線設備の
保有台数 

②定期検査時
の不具合件数 

③通常運航時
の不具合件数 

④登録検査
等事業者の

登録 

⑤整備体制（自社整備
体制・他社整備体制） 

⑥点検体制（電波法に
基づく点検の実施体制） 

⑦無線局の運用に係る
規程類 

１．データ及び無線局の管理運用状況の過去最大６年分の総計表 

（注） 
・①の「○」部分には無線設備の全ての種類の全ての型式を合計した数を記載。 
・②及び③の「○」部分には、過去最大６年分の不具合件数を記載。カッコ内は不具合件数の上位２位までの無線設備の種別を記載。 
・④には、「有」か「無」を記載。 
・⑤及び⑥には、表中の記述を参考に記載。 
・⑦には、整備規程以外にも有している場合はその名称も具体的に記載。 

②定期検査時の不具合件数 ③通常運航時の不具合件数 

- 

285件 
（VHF、ELT） 

821件 
（VHF、ATCトラポン） 

２．②及び③の不具合のレベル毎の発生状況 

（注） 
・カッコ内は不具合件数の上位２位までの無線設備の種別を記載。 
・定期検査時の不具合件数のレベル分けは以下の通り。 
レベル１：通信不能や他の通信に影響を及ぼす事象に直接繋がった不具合 
レベル２：レベル１を除く不具合でかつ継続して使用するとレベル１の事象に繋がる可能性のある不具合 
レベル３：レベル１及びレベル２を除く不具合でかつ運用上の支障はなく、進展もすることのない不具合であったが、電波法の技術基準を満たさない不具合 
・通常運航時の不具合件数のレベル分けは以下の通り。 
レベル１：冗長系を含むシステムの全喪失や、他の通信に影響を及ぼす事象に直接繋がった不具合 
レベル２：レベル１を除く不具合でかつ通信不能に直接繋がった不具合 
レベル３：レベル１及びレベル２を除く不具合でかつ継続して使用するとレベル２の事象に繋がる可能性のある不具合 
レベル４：レベル１からレベル３までを除く不具合でかつ運用上の支障はなく、進展もすることのない不具合であったが、電波法の技術基準を満たさない不具合 
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データ及び無線局の管理運用状況の概要 （I社） 

①無線設備の
保有台数 

②定期検査時
の不具合件数 

③通常運航時
の不具合件数 

④登録検査
等事業者の

登録 

⑤整備体制（自社整備
体制・他社整備体制） 

⑥点検体制（電波法に
基づく点検の実施体制） 

⑦無線局の運用に係る
規程類 

260台 1件 0.3％ 
（ELT） 

28件 10.7％ 
（気象ﾚｰ
ﾀﾞｰ,VHF他) 

有 VHFの2装置のみ 
自社整備 

VHF2装置の型式を除き
全て他社へ委託 

整備規程及び 
無線業務規程 

１．データ及び無線局の管理運用状況の過去最大６年分の総計表 

（注） 
・①の「○」部分には無線設備の全ての種類の全ての型式を合計した数を記載。 
・②及び③の「○」部分には、過去最大６年分の不具合件数を記載。カッコ内は不具合件数の上位２位までの無線設備の種別を記載。 
・④には、「有」か「無」を記載。 
・⑤及び⑥には、表中の記述を参考に記載。 
・⑦には、整備規程以外にも有している場合はその名称も具体的に記載。 

②定期検査時の不具合件数 ③通常運航時の不具合件数 

レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ 

0件 
（VHF、HF） 

0件 
（VHF、ACAS） 

1件 
（ELT） 

0件 
（VHF、HF） 

0件 
（VHF、ACAS） 

28件 
（VHF、気象ﾚｰ

ﾀﾞｰ） 

0件 
（VHF、HF） 

２．②及び③の不具合のレベル毎の発生状況 

（注） 
・カッコ内は不具合件数の上位２位までの無線設備の種別を記載。 
・定期検査時の不具合件数のレベル分けは以下の通り。 
レベル１：通信不能や他の通信に影響を及ぼす事象に直接繋がった不具合 
レベル２：レベル１を除く不具合でかつ継続して使用するとレベル１の事象に繋がる可能性のある不具合 
レベル３：レベル１及びレベル２を除く不具合でかつ運用上の支障はなく、進展もすることのない不具合であったが、電波法の技術基準を満たさない不具合 
・通常運航時の不具合件数のレベル分けは以下の通り。 
レベル１：冗長系を含むシステムの全喪失や、他の通信に影響を及ぼす事象に直接繋がった不具合 
レベル２：レベル１を除く不具合でかつ通信不能に直接繋がった不具合 
レベル３：レベル１及びレベル２を除く不具合でかつ継続して使用するとレベル２の事象に繋がる可能性のある不具合 
レベル４：レベル１からレベル３までを除く不具合でかつ運用上の支障はなく、進展もすることのない不具合であったが、電波法の技術基準を満たさない不具合 
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